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１． 件名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速実験炉原子炉施設の

第一使用済燃料貯蔵施設の空調換気設備の冷却塔及び冷却水循環ポ

ンプ並びに排気筒モニタの一部交換に係る行政相談 

 

２． 日時：令和４年３月８日（火）１０：５５～１１：５０ 

 

３． 場所：原子力規制庁１０階南会議室 

※本ヒアリングは、テレビ会議システムで実施 

 

４． 出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 審査グループ 研究炉等審査部門 

有吉上席安全審査官、小舞管理官補佐、片野管理官補佐、 

島田安全審査官、安澤技術参与、羽賀技術参与 

長官官房技術基盤グループ システム安全研究部門 

園田技術研究調査官 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

安全・核セキュリティ統括部 安全・核セキュリティ推進室 担当者 

大洗研究所 高速実験炉部 高速炉技術課 課長 他１０名 

 

５． 要旨 

○国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）

から、配布資料に基づき、第一使用済燃料貯蔵施設の空調換気設備の冷却塔

及び冷却水循環ポンプ並びに排気筒モニタの検出器及び吸引装置の経年化

に伴う同等機種又は同等品への交換に伴う手続きについて、行政相談があ

った。 

 
○原子力規制庁から、以下の点について説明を伝えた。 

（空調換気設備の冷却塔及び冷却水循環ポンプの交換工事に対して） 

 冷却塔及び冷却水循環水ポンプ（以下「冷却塔等」という。）について、

同等機種（後継機種）へ交換するとしているが、どのような仕様の設備

に交換する予定なのか、新旧形式で示すこと。 

 冷却塔等の供給先であるパッケージ型空気調和器（管理室系及び新燃料

貯蔵室系）の設置箇所を配置図で示すこと。 
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 空調換気設備の設置目的を説明するとともに、当該設備が安全機能を有

する設備でないことを説明すること。 

（排気筒モニタの検出器及び吸引装置（以下「検出器等」という。）の交換工事 

に対して） 

 検出器等について同等品へ交換するとしているが、検出器については更

新後の仕様が今回示されているのに対し、吸引装置については更新後の

仕様が示されていないため、新旧形式で示すこと。 

 排気筒モニタによる監視について、原子炉運転中及び停止中における当

該機器の扱いを保安規定の要求事項との関係を含め整理し、説明するこ

と。 

 検出器等の交換工事期間中に監視ができない期間がある場合には、代替

措置の要否を検討し、交換工事全体として工事の方法を整理し、説明す

ること。 

 

○原子力機構から、承知した旨の返答があった。 

 

６． 配布資料 

資料１：｢常陽｣第一使用済燃料貯蔵施設の空調換気設備の冷却塔等の交換に

ついて 

資料２：｢常陽｣排気筒モニタの一部交換について 


